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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年９月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２８年５月２７日 ０５時００分ごろ～０７時３０分ごろ

の間） 

発生場所 不明（兵庫県明石海峡大橋～阪神港神戸区神戸中央航路付近の間）  

事故の概要  ケミカルタンカー金
きん

福
ぷく

丸は、大阪湾北部を航海中、二等機関士が落

水して死亡した。  

事故調査の経過  平成２８年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての二等機関士からの意見聴取は、本人が本事故で

死亡したため、行わなかった。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー 金福丸、４９９トン 

 １３３９５０、藤原海運株式会社 

 ６２.９７ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１１年６月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年４月１７日 

  免状有効期間満了日 平成３１年６月１０日 

二等機関士 男性 ６３歳 

 五級海技士（機関）（機関限定） 

  免 許 年 月 日 昭和５９年４月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年４月３０日 

  免状有効期間満了日 平成３１年４月２２日 

 死傷者等 死亡 １人（二等機関士） 

 損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西～北～東、風速 約３～５m/s 

海象：海上 平穏 

明石海峡の潮流：０５時 東南東流約２～４ノット（kn） 

 （推算値）  ０６時 東南東流約２～４kn 

        ０７時 東南東流約２～４kn 

        ０８時 東南東流約１～２kn 
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        ０９時 南南東流約０.４～１kn 

１０時 西流約１～２kn 

日出時刻：０４時４９分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長及び二等機関士（以下「機関士」という。）ほか３人

が乗り組み、空船で、船長が単独で操船し、機関士が機関当直に入

り、阪神港神戸第２区の専用岸壁に向けて明石海峡航路を東進した。 

一等航海士は、食堂で食事をとっていた際、本船が明石海峡大橋の

下方を通過した平成２８年５月２７日０５時００分ごろ、食堂に来た

機関士と言葉を交わした後、自室に帰った。 

機関長は、本船が兵庫県神戸市神戸空港南東方沖において時間調整

の目的で投錨する際、機関士が本船の主機の操作にまだ不慣れなこと

もあり、０６時００分ごろ機関の回転数が低下したことを認めて投錨

時の機関操作を行おうと機関室に向かい、主機関の停止等を行った

が、機関士を機関室で見掛けなかった。 

機関長は、本船が０７時１０分ごろ抜錨した際、機関士が機関室に

おらず、抜錨作業後すぐに着岸作業につく予定であり、機関士も船尾

配置につかなければならなかったので、０７時３０分ごろ神戸中央航

路付近で機関室、機関士の居室等を捜したものの、機関士が見当たら

なかった。 

機関長は、０８時００分ごろ阪神港神戸第２区の専用岸壁（以下

「専用岸壁」という。）に着岸した直後に機関士が居ないことを船長

に報告した。 

船長は、他の乗組員と共に船内を捜したものの、機関士が見当たら

ないので、船舶所有者に連絡し、海上保安庁に携帯電話で通報した。 

 機関士は、捜索中の巡視艇により、１０時５７分ごろ神戸空港西端

から西方約１,０００ｍの海域でうつ伏せ状態で漂流しているところ

を発見され、引き揚げられて付近の岸壁に移送後、死亡が確認され、

溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 機関士は、機関長として漁船に約３０年間乗り組んだ後、５月１７

日ごろに初めて本船に乗り組み、ケミカルタンカーの乗船も初めてで

あった。 

機関士は、機関長と交互に、前直者の当直後から２時間空けて４時

間の機関当直に入っており、機関長と当直交替時に会うことはなく、

２７日０４時００分ごろから当直に入っていた。 

本船には、船尾楼甲板の船外通路から機関室への出入口があり、乗

組員は、機関室への行き来に船外の通路を使用するようにしていたの

で、機関士も、ふだん機関当直中に機関室以外に食堂に居ることもあ

り、機関室と食堂との行き来に船外の通路を使用していると思ってい

た。（図１参照） 
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          図１ 船尾楼甲板配置 

船長及び機関長は、本事故当時、機関士が、健康であり、悩みを抱

えているように見えなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 機関士は、溺死した。 

 本船は、大阪湾北部を航海中、機関士が、０５時００分ごろ食堂で

一等航海士と言葉を交わした後、０７時３０分ごろ機関長が船内を捜

したものの見当たらなかったことから、この間において、落水した可

能性があると考えられるが、落水に至った状況を明らかにすることは

できなかった。 

 機関士は、落水して溺死したものと考えられるが、溺死に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、大阪湾北部を航海中、機関士が落水したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・単独で業務に従事する場合、船橋当直者及び機関当直者は相互

に、配置についたこと及び定時の連絡を行うことが望ましい。 
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            付図１ 事故発生経過概略図 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

明石海峡大橋 

航行経路 
明石海峡大橋の下通過 
（０５時００分ごろ） 

神戸空港 発見場所 
（平成２８年５月２７日 

１０時５７分ごろ発見） 

投錨場所（０６時００分ごろ） 
抜錨（０７時１０分ごろ） 
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